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６飯財政発第１９５号

令和６年９月２６日

秘書室長、危機管理監、各部長、

会計管理者、議会事務局長、

各参事、監査委員事務局長、

各課（所・室・館）長

飯能市長 新 井 重 治

令和７年度予算編成方針について（通知）

令和７年度予算は、不安定な国際情勢等に伴う原材料価格の高騰による物価上昇等の

社会経済情勢の変化への対応、激甚化・頻発化している自然災害への対応など、依然と

して予断を許さない状況であるが、第５次飯能市総合振興計画に掲げるシンボルプロジ

ェクトについて「市民とともにつくる飯能市」をキャッチフレーズに職員一丸となり全

力で推進するとともに、誠実に市民と向き合い「対話重視のまちづくり」を基本姿勢と

し、住みよい飯能市、より良い飯能市を創っていくために着実な市政運営に取り組み、

市民の期待や信頼に応えるべく基本方針に則り編成するよう通知する。

Ⅰ 経済動向と国の予算の動向

１ 経済動向

日本経済は、内閣府の月例経済報告（令和６年９月）による基調判断では、景気

は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復しているとされている。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、

緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米における高い金利水準の継続

や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が

国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情

勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとしている。

２ 国の予算の動向

政府は令和６年６月２１日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針

２０２４」において、社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現～賃上げ

の定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～として、「豊かさを実感できる

『所得増加』及び『賃上げ定着』」、「豊かさを支える中堅・中小企業の活性化」、

ＤＸ・ＧＸへの投資拡大など「投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題

様



2

への対応」、「スタートアップのネットワーク形成や海外との連結性向上による社

会課題への対応」、デジタル田園都市国家構想など「地方創生及び地域における社

会課題への対応」、「幸せを実感できる包摂社会の実現」、「持続的な経済成長の

礎となる国際環境変化への対応」、「防災・減災及び国土強靭化の推進」を掲げて

いる。

令和７年度の予算編成に向けた考え方について、物価上昇を上回る賃金上昇が定

着することを目指し、持続的・構造的な賃上げの実現に向けた三位一体の労働市場

改革、生産性向上に向けた国内投資の拡大等を通じて、潜在成長率の引上げに取り

組むとともに、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日本経済を

新たなステージへと移行させていくことが示されている。

Ⅱ 本市の財政状況と今後の財政見通し

１ 本市の財政状況

本市の財政状況は、令和５年度普通会計決算において、人件費、扶助費等の社会

保障関係経費、長期借入金に係る償還金、物件費等の経常的経費が高い水準で推移

し、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９３．４％で、前年度と比べ２．３ポ

イントの増となり、財政構造は硬直化した状態が進んでいる。

令和５年度一般会計決算において、歳入においては、根幹を占める市税収入は、

対前年度比０．７ポイント（約９，１０１万円）の微増となり、景気の先行きにつ

いては持ち直しが期待される一方で、地方交付税と臨時財政対策債は、市税の増収

に伴い減額となることが予想され、一般財源総額の大幅な増額は見込めない状況に

ある。

歳出においては、実施計画等に定める取組への対応を積極的に行いながら、緊急

経済対策や価格高騰重点支援給付金支給事業、出産・子育て応援事業の推進等に取

り組み、前年度比１．８％の増となる約３１９億円となった。

２ 今後の財政見通し

⑴ 歳入について

市税について、令和６年度の個人住民税の定額減税の影響がなくなり増額が見

込まれる。一方で、定額減税の補填に係る交付金がなくなることに加え、地方交

付税と臨時財政対策債は、市税の増収に伴い減額となるため、一般財源総額の大

幅な増額は見込めない。また、国の厳しい財政状況を踏まえた国庫負担金や補助

金の削減、地方交付税の変動など、依存財源の動向により大きな影響を受けるこ

とになるため、更なる自主財源の確保が必要となる。

⑵ 歳出について

子育て施策の拡充や社会保障関係経費などの扶助費、物価の上昇に伴う経常的

経費、人件費、公債費などの義務的経費の増加が続くものと見込まれる。また、

今まで整備してきた公共施設の更新や維持補修に係る経費のほか、シンボルプロ
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ジェクトをはじめとした政策経費など、中長期的に市政の諸課題に取り組むため

の経費が積み上がっていく見通しであることに留意する必要がある。

⑶ 地方債について

普通会計の地方債の現在高は、令和５年度末で約３０５億円に上る。元利償還

金は年々増加していく傾向にあり、毎年３０億円を超える元利償還金を支払わな

ければならない。

将来世代に過度な負担を残さないよう、財政負担の少ない地方債の選択につい

ては今まで以上に計画性が求められる。

Ⅲ 令和７年度予算編成における基本方針

以上を踏まえ、次のとおり基本方針を示す。

１ 財政状況が年々厳しさを増している中で、中長期的な視点に立ち、政策効果の高

い財源配分となるよう事業の優先順位を最適化し、施策の着実な実施について公費

負担の抑制を念頭に置き事業展開することが重要であることを認識し、第５次総合

振興計画実施計画の策定方針を基に掲げられているプロジェクトを着実に実行する

こと。

また、実施計画に掲げられるプロジェクトの推進に当たり、既存の施策・事業を

見直し、ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）によるワイズスペンディング（効果的・

効率的な支出）を徹底し、真に必要な経費を積み上げること。

２ 自立した持続可能なまちづくりを進めるために、事業の選択と集中に留意し、行

政が自ら変わることを基本として、施策の優先性や有効性について十分に検証を行

うこと。

３ 本市の特性を生かした新たな財源の確保や活性化の戦略思考により、一層の健全

財政を目指し、最少の経費で最大の行政効果や市民満足度の向上が図られるよう、

次の歳入歳出両面におけるあらゆる方策を講じ、財源を捻出すること。

⑴ 経常的経費の削減

社会保障関係事業における給付費や各施設、道路、橋りょうをはじめとした公

共施設の維持補修費などの経常的経費について、今後も多額の公費を投入せざる

を得ないところである。このため、定員管理の適正化、行政評価・政策評価等の

取組により、改めて事業実施による成果を明らかにし、事業の廃止も含め、更な

る経費削減を要請する。

⑵ 普通建設事業の順位付け

限られた財源を真に必要な事業に配分するため、事業の優先順位を最適化し、

事業選択を行うことを要請する。その際、より緊急性が高い事業、より費用対効

果の高い事業を優先順位の上位とするよう要請する。
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⑶ 既存事業の見直し

各施策・プロジェクトに戦略的に取り組んでいくことから、再度、既存事業の

目的や成果を明らかにするとともに、事業の廃止も含めた見直しを行うことを要

請する。

また、重要な行政課題や新たな行政需要に対応するための新規事業を実施する

場合には、既存事業の廃止又は経費を削減することで、新規事業の財源とするこ

とを要請する。

⑷ 歳入の確保

国・県の予算編成の動向を把握し、補助金等活用できるものについては積極的

な獲得に努めることを要請する。

また、地域産業の振興や定住人口・交流人口の拡大など、まちの活性化や人口

増加につながる取組を積極的に進めるとともに、引き続きふるさと納税制度の活

用を推進するほか、収納率の向上や創意工夫による新たな自主財源の確保に努め

ることを要請する。

⑸ 健全財政に向けて

全ての地方公共団体において、統一的な基準により財務書類等を作成すること

が要請され、様々な指標における団体間での比較が可能となり、地方自治体の財

政運営への視線は厳しさを増している。

したがって、財政状況を的確に把握し、持続可能な財政構造の構築に向けた取

組を推進するよう、財政健全化判断比率等の財政指標や地方公会計制度を念頭に

置いた予算編成を行うことを要請する。


